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奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務    

公募型プロポーザル実施公募型プロポーザル実施公募型プロポーザル実施公募型プロポーザル実施要領要領要領要領 

 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨 

 本実施要領は、「奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務」を委託する事業

者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、関係法令に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２２２２    委託業務委託業務委託業務委託業務のののの概要概要概要概要 

(1) 委託業務名  

 奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務 

 

(2)  委託業務の内容 

 別添「仕様書」のとおり 

 

 (3)  契約期間 

 契約締結日から令和７年１２月２４日まで 

 

(4)  委託上限額 

 ２７，９８８，６２０円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 

 

３３３３    参加参加参加参加にににに必要な必要な必要な必要な資格資格資格資格 

次に掲げる（１）から（９）までのいずれにも該当する者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号)第１７条第１項又は第２項の規定によ

る会社更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法

律第１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の申立て

を含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、

同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立

てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（３）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２

条による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定によ

る和議開始の申立てをしていない者であること。 

（４）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立

てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基

づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた

者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかっ

た者とみなす。 

（５）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期

間中でない者であること。 

（６）ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク等の第三者認証に類するも

のを取得している者であること。 

（７）都道府県税を滞納していない者 
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（８）消費税及び地方消費税を滞納していない者 

（９）過去５年以内に同規模（来場者１,０００名以上）の文化芸術イベントを含む業

務を受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 

 

４４４４    応募応募応募応募手続き手続き手続き手続き 

本業務の企画提案に参加する者は、参加意向申出書等及び企画提案書を提出すること。

なお、提出された書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じること。 

(1) 参加意向申出書等の提出 

【提出期限】令和７年５月２１日（水）午後５時（必着） 

【提 出 先】本要領９宛て 

【提出方法】持参又は郵送 

       ・持参の場合は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

で及び県の休日を除く。）とする。 

・郵送の場合は、書留郵便に限る。（封筒に「奈良県・忠清南道音

楽交流事業企画・運営等業務委託参加意向申出書等在中」と朱書

きすること。） 

【提出部数】各２部 

【提 出 物】 

ア 参加意向申出書（様式１） 

イ 実績報告書（様式２） 

・過去５年以内に同規模（来場者１，０００名以上）の文化芸術イベント

を含む業務を受託し、同期間内に履行を完了した実績を本様式により提

出すること。 

・本要領３（９）の要件を満たすことが確認できる書類（仕様書を含む契

約書一式の写し）を添付すること。 

    ウ 都道府県税の納税証明書（申請日から３ヶ月以内に発行されたもの（コピ 

ーでも可）） 

○奈良県内に本店、支店、営業所等を有する法人、又は個人事業者の場合 

①・②のいずれか 

① 奈良県の県税事務所長が発行する「県税に滞納がないこと」の証明 

② 奈良県の県税事務所長が発行する「県税に未納がないこと」の証明 

○奈良県内に本店、支店、営業所等を有しない法人、又は個人事業者の場合 

 ①・②のいずれか 

① 本店所在の都道府県の都道府県税事務所長が発行する法人事業税の 

納税証明書（直近事業年度分） 

②  都道府県税に未納がないことの証明 

    エ 消費税及び地方消費税の納税証明書（申請日から３ヶ月以内に発行された

もの（コピーでも可）） 

      所轄税務署長が発行する消費税及び地方消費税について「未納の税額がな

いこと」の証明がなされたもの 

      納税証明書その３又はその３の３ 

      ※消費税免税事業者の場合も同様の証明書が必要です。 

    オ ISO/IEC27001、ISMS 認証またはプライバシーマーク等の第三者認証に類す 
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るものを取得していることが確認できる書類 

   【留 意 点】 

ア 提出物は、参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

イ 提出物は、返却しない。 

ウ 期限までに上記書類を提出しない者は、これ以降の企画提案を行うことが

できない。 

 

(2) 企画提案書の提出 

【提出期限】令和７年５月２７日（火）午前１０時（必着） 

【提 出 先】本要領９宛て 

【提出方法】持参又は郵送 

・持参の場合は、午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

で及び県の休日を除く。）とする。 

・郵送の場合は、書留郵便に限る。（封筒に「奈良県・忠清南道音

楽交流事業企画・運営等業務委託企画提案書在中」と朱書きする

こと。） 

【提出部数】各７部（正本１部、副本６部） 

・提案書は簡潔かつ明瞭に記載すること。 

・提出していただく企画提案書の正１部のみ事業者名を記載し、副 

６部については、全てのページにわたって事業者名が明らかになら

ないように留意し、事業者名がある場合は黒塗りにするなど伏せて

作成し、提出すること。 

【提 出 物】 

ア 企画提案書 

① 表紙（様式３） 

② 業務実施体制（様式４） 

③ 企画提案概要（任意様式） 

・企画提案書はＡ４判、横書き、左綴じとすること。 

・Ａ３判はやむを得ない場合に限り使用すること。 

イ 見積書（任意様式） 

・見積額（消費税及び地方消費税を含む）及び積算内訳（項目ごとの金

額）を記載すること。 

・積算根拠は仕様書を参考に可能な限り詳細に記載すること。 

・見積額は、２（４）の委託上限額の範囲内とすること。 

【企画提案に関する留意点】 

仕様書の目的及び内容を踏まえ、以下に掲げる項目を含め総合的に提案すること。 

ア 奈良県と忠清南道の今後の交流の深化に向けた式典を行うにあたり、ふさ

わしいと考える式典の進行や設えについて、提案すること。 

イ 音楽交流イベントの内容を踏まえた音響や照明、演出効果等を具体的に提

案すること。 

ウ ＰＲブースの企画や運営について、来場者や会館を利用する他団体の動線

を考慮した上で、国際交流の趣旨を踏まえた展示内容を提案すること。 

エ 来場者だけでなく、多くの方に音楽交流イベントの内容を伝えることがで
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きる動画を含めた効果的な発信方法を提案すること。 

オ 今後の両県道の国際交流を担っていく高校生同士の交流を行うにあたり、

音楽やダンスを通じた具体的な交流内容を提案すること。 

カ イベントの安全な実施に向けた取組について提案すること。 

【提出物作成上の留意点】 

ア 提出物は、選定審査以外に無断で使用しない。 

イ 提出物は、引き換え、変更又は取り消すことができない。 

ウ 提出物を提出期限までに提出しない者は、本プロポーザルに参加できない。 

エ 参加意向申出書提出後に、企画提案書の提出を辞退する場合は、辞退届を

提出すること。（様式任意） 

 

(3) その他 

ア 提出物は、奈良県情報公開条例（平成１３年奈良県条例第３８号）に基づき開

示する場合がある。 

イ  提出物は、必要に応じて複写する場合がある。 

 

５５５５        仕様書等に関仕様書等に関仕様書等に関仕様書等に関する質問する質問する質問する質問 

仕様書等に関する質問については、質問書（様式５）により、次のとおり受け付ける。

ただし、他の企画提案者からの提案の状況や選定委員名等に関する質問は受け付けない。 

 

ア 受付期限 

令和７年５月１３日（火）正午（必着） 

イ 提出方法 

本要領９宛てＦＡＸにより提出すること。なお、受信確認のため提出後は電話に

て送付した旨の連絡をすること。 

ウ 回答 

令和７年５月１５日（木）（予定）までに、奈良県総務部知事公室国際課のホー

ムページに掲載する。 

 

６６６６        企画企画企画企画提案提案提案提案書の書の書の書の審査審査審査審査及び及び及び及び結果結果結果結果のののの発発発発表表表表    

(1) 選定審査委員会の設置 

ア 「奈良県・忠清南道音楽交流事業企画・運営等業務業者選定審査委員会」（以下

「委員会」という。）を設置し、最優秀企画提案者を選定する。 

イ 委員会は、次の事務を所掌する。 

①  企画提案書等の審査及び評価を行い、最優秀企画提案者を選定すること。 

②  その他、本企画提案の実施に必要な事務。 

 

(2)  評価基準 

審査に当たっては、別記「評価基準」に基づき総合的に評価する。 

 

(3)  最優秀企画提案者及び次点者の選定 

委員会の委員が企画提案内容を評価基準に基づき審査、評価し、評価項目ごとに

点数化を行い、各委員の評価結果の合計得点を総計した点数を提案者の得点とす
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る。 

※提案者が２者以上の場合は、各審査員による合計点が、満点の６割以上の者の

うち最も高い点を獲得した者を最優秀企画提案者、その次に最も高い点を獲得

した者を次点者として選定する。 

※提案者が１者の場合、各審査員による合計点が、満点の６割以上で、かつ審査

員の合議により認められた者を最優秀企画提案者として選定する。 

 

(4)  プレゼンテーション 

ア 委員会の審査の際、対面によるプレゼンテーション及び質疑応答を令和７年５

月２９日（木）（予定）に行う。詳細については、企画提案書を提出した事業

者等に別途連絡をする。 

イ プレゼンテーションは提出済みの企画提案書のみで実施することとし、当日の

資料配付は認めない。なお、やむを得ない事情により対面による実施が困難な

場合等は、書面開催に変更する場合がある。この場合も企画提案書を提出した

事業者等に別途連絡をする。 

ウ 企画提案書を提出した事業者等が多数となった場合は、プレゼンテーションに

先立ち書類選考を実施することがある。 

 

(5)  失格事由 

事業者等が次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

①  本要領３に示した資格が備わっていないとき 

②  提出書類の提出期限を過ぎたとき 

③  本提案に対して、二以上の提案をしたとき 

④  本提案に対して、自己のほか、他の代理人を兼ねて提案したとき 

⑤  経費見積書の金額、住所、代表者名もしくは重要な文書の誤脱があったとき、

金額を訂正した経費見積書を提出したとき、その他提出書類に虚偽又は不正

があったとき 

⑥  提示した事項及び提案に関する条件に違反したとき 

⑦  その他不正な行為があったとき 

⑧  プレゼンテーションに欠席したとき 

 

(6)  参加資格の喪失 

   提出書類を提出後、契約締結までの手続期間中に提案者が指名停止等参加資格

の喪失の事由に至った場合は、以降の本県に関する手続きの参加資格を失う者と

する。また、該当する者が受託者として特定されている場合は、次点者と手続き

を行うこととする。 

 

(7) 選定結果の通知 

 選定結果については、選定後速やかに各提案者あて書面で通知する。 

 

７７７７    契約の締結契約の締結契約の締結契約の締結 

  (1)  契約方法等 

ア 本要領６により選定された最優秀企画提案者を委託先候補者とし、提案内容を
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踏まえて仕様に修正を加えるべき点がないか等の業務の履行に必要な具体的な

協議を行う。協議が整った場合、当該者から再度見積書を徴収し、見積書の内

容を精査したうえで、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）

に基づき、随意契約による委託契約を締結する。 

イ 協議が整わない場合は、次点者とあらためて協議を行うこととする。 

(2) 契約書の作成 

   委託事業者として特定された者に対して別途作成し提示する。 

(3) 契約期間 

   本要領２（３）に記載のとおりとする。 

(4) 委託料 

ア 委託料の上限は、本要領２（４）に記載のとおりとする。 

イ 委託料の支払は、全ての業務の履行確認後とする。 

(5) 契約保証金 

ア 契約の相手方は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を

納付すること。 

イ ただし、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条第１

項ただし書各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

(6) 契約の不締結・解除 

契約の相手方が契約の締結までに次のいずれかに該当すると認められるときは、本

業務に係る契約を締結しないものとする。また、契約締結後、契約の相手方が次の

いずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがある。（契約解除

した場合、損害賠償義務が生じる。） 

① 役員等が暴力団員であるとき 

② 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき 

③ 役員等がその属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又

は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい

るとき 

⑤ ③及び④に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき 

⑥ 県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等

契約（以下「下請契約等」という。）に当たり、その相手方が①から⑤まで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき 

⑦ 下請契約等に当たり、①から⑤までのいずれかに該当する者をその相手方とし

ていた場合（⑥に該当する場合を除く。）において、県が契約の相手方に対

して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき 

⑧ 本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわ

らず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかった

とき 

(7) 電子契約の可否 

① 可とする。 

② 電子契約を希望する場合は、電子契約同意書兼メールアドレス確認書（様式
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６）を本要領４（１）の書類と併せて、令和７年５月２１日（水）午後５時

までに提出すること。 

(8) その他 

① 企画提案書でなされた有効な提案は、実施すること。 

② 採択された提案は、県との協議等により、修正・変更を行う場合がある。 

 

 

８８８８    そのそのそのその他他他他    

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨とする。 

(2)  公募型プロポーザル参加及び契約に要する費用 

 本件に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

(3) 目的外使用の禁止 

県から提供を受けた公募型プロポーザル関連の文書を、第三者に漏らしたり、契約

等以外の目的に使用してはいけない。 

 

９９９９    問問問問い合わせ先い合わせ先い合わせ先い合わせ先    

〒６３０－８５０１ 

奈良県奈良市登大路町３０ 

奈良県総務部知事公室国際課国際交流係 

電話番号：０７４２－２７－５８２１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７４２－２２－１２６０ 


